
①　敷地、建物共に同じ所有者の場合

広告物

　A氏の敷地

②　敷地、建物の所有者が異なる場合

広告物

　A氏の敷地

③　敷地のみで建物が無い場合

広告物

　A氏の敷地

④　敷地、建物共に同じ所有者で建物が倉庫、物置等の場合

広告物

⑤　敷地、建物共に同じ所有者

道路 広告物

　③公職選挙法による選挙運動のためのポスタ－等

Ａ氏の駐車場（建物等はない更地）で、Ａ氏の建物の店名・

Ａ氏の敷地、建物（倉庫）で、建物の店名・事業内容等を表示
する広告物。
→　自己用
Ａ氏の敷地、建物（倉庫）で建物の事業内容（この場合は倉庫

→　非自己用

業）以外の営業等を表示する広告物。（別の敷地等で営業して

自己用・非自己用の区分

事業内容・駐車場等を表示する広告物。
→　非自己用
Ａ氏の駐車場（建物等はない更地）で、Ｂ氏の建物の店名・

いる場合等）
→　非自己用

業内容等を表示する広告物。（案内看板等）
→　非自己用

駐車場

を表示する広告物。（借地して営業する場合等）
→　自己用
Ａ氏の敷地でＢ氏の建物に、Ｂ氏の営業に関係ない内容等
を表示する広告物。（他人・他社等の宣伝等）
→　非自己用

営業内容等を表示する広告物。

Ａ氏の敷地（建物等はない更地）で、Ａ氏が管理していること

A氏の敷地

Ａ氏の敷地（建物等はない更地）で、Ｂ氏の建物の店名・営

等を表示する広告物。　
　（1辺5ｍ以内で5㎡以下）（管理する不動産等）
→　管理用広告物（条例第6条第5項）…適用除外

(営業所)

→　自己用
Ａ氏の敷地、建物でＡ氏に関係のない内容等を表示する広告
物。（他人・他社等の宣伝等）
→　非自己用

Ａ氏の敷地、建物で店名・営業内容等を表示する広告物。

　A氏の建物
(営業所)

　Ｂ氏の建物

Ａ氏の敷地でＢ氏の建物に、Ｂ氏の建物の店名・営業内容等

　① 自己の事業用又は管理地内での小規模なもの（1辺5ｍ以内かつ5㎡以下）

　② 法令規定に基づくもの　

※　申請不要の場合

　A氏の敷地

　A氏の敷地

　A氏の建物
(倉庫等)

A氏の建物
(営業所等)


